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（１）保育士の賃金は？

① 保育士賃金と全産業平均との比較（図表１）

・保育士の職種別平均賃金（役職者を除く、月収換算）は、全産業平均約

く５万円したまわる（全産業：36.9万円、保育士：32.1万円）



②私立保育所の保育士の賃金

＊保育士の賃金の推移からわかること

・基本単価分等の引き上げの各年度を見るとR２年度、４年度はマイナス

R３年度は引き上げ０。

・Ｈ27年度からＲ元年までは１％前後で推移。



• 地域区分の大くくり化
・支給地域の単位の広域化
・級地区分をシンプル化
・広域化により「級地」が上昇・下向する施設もあるが・・・・
・支給地域区分の広域化と激変緩和措置により年間１ポイント引き下げる
・公定価格が上げてきたが「地域手当で現状維持か下がる



（２）人事院勧告の人件費＋10.7％の要因

①保育士等の人件費の引き上げの運動の成果

・保育士の配置基準の改善と保育士の処遇改善を求める署名運動の反映

・保育士不足の要因の一つである「低い賃金」の解消が広く認知される

②こども未来戦略「加速化プラン」の保育士賃金の向上を盛込む

・保育所の量的拡大から質の向上へ

＊民間給与の動向を踏まえた保育士等のさらなる処遇改善

＊民間給与の改善に連動させて人勧勧告に盛り込んだ

③全国知事会「子ども・子育て支援政策推進本部」の提言（令和６年８月）

「子ども・子育て政策を強力に推進するための提言」

・保育士等の他産業と遜色ない水準までの更なる処遇改善

・保育士等の職務の専門性を勘案した処遇改善



（３）人勧の公定価格＋10,7％引き上げの考え方・対象など

出典：令和６年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた令和６年お

補正予算における公定価格の取扱いについて」こども家庭庁（令和６

年12月27日）

①趣旨と内容

・令和６年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じ、算定の基礎と

なる職員の人件費を＋10,7％程度引き上げる

②処遇改善の対象者

・特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特例保育を行う施設又

は事業所で通常の教育・保育に従事する職員

・令和６年度補正予算の積算上は、常勤職員として公定価格の基本分単価

の対象としている施設長、主任保育士、保育士、調理員等の職種

・職員給与の決定は事業者の判断であることから全ての職員が対象



③人件費改定分の使途等

・市町村は、すでに把握している各施設等のに関する情報（各月ごとの利

用子どもの数や加算の取得状況等）に基づき、今般の改定の影響額（追

加支給見込み額、年度末までの給付見込み総額、処遇改善等加算Ⅰの賃

金改善要件分等）を算定し、各施設・事業者にすみやかに周知すること

・公定価格の増額分は人件費であり、処遇改善等加算による賃金改善の起

点に反映すべきものあることから、全額を迅速かつ確実に一時金等によ

る賃金の支払い及び法定福利費等の事業主負担に充てるよう、施設・事

業者を指導する

・市町村は、改定の影響額を算定し、施設・事業者に周知すること

・処遇改善等加算による賃金改善に反映すること

・法定福利費等の事業主負担に充てることができる



（４）人件費改善分の算定について

事務連絡によれば「市町村は、改定の影響額を算定し、施設・事業者に

速やかに周知する」ことが示されている

・事例 １



事例 ２



事例 ３



令和６年度 ７年度の職員給与のイメージ



（５）改定分の配分について

①算定の対象者による増額分の問題

・増額分は最低基準にもとづく保育士の配置数による額

・実態は、国の配置基準では不足するのでそれ以上の保育士を配置

＊国基準の配置の1,8倍または２倍は必要とのこと

・保育士の増加分は算定されない

・10,7％＋配分できるわけではなく、それ以下の額で配分することになる

②配分の考え方・・・根拠が必要

・対象をどこまで広げるか

＊増額分の配分の対象・・正規保育士・非常勤保育士（６時間勤務）を含

めるか

・各施設・事業者で検討



③配分の考え方（続き）

・福祉俸給表を用いた場合

＊号俸の位置づけ

＊余った場合・・・パート・アルバイトに配分（寸志）

＊ボーナスに＋（○カ月＋○○）として処理

＊常勤的非常勤の取扱い

・独自の給与表を作成し配布する

＊すでに独自の給与表がある場合は改定で対応する



（６）改善の課題

①実態に対応した対象者の拡大

・配置基準の改善と11時間保育を可能にする配置

②福祉俸給表の格付けの課題（私立保育所運営費の費用について）

・施設長・副園長（新たに項目を追加）・主任などの格付け

・看護師・事務職員の必置と常勤

③「福祉俸給表」の格付けと費用の額（令和６年度保育所職員の本俸基準額）

・所 長 ( 福 )2-33、266,300円

・主任保育士 ( 福 )2-17、251,940円

・保育士 ( 福 )1-29 218,892円

・実情に応じた格付けの検討

＊保育園の現代的な役割を反映した格付け

・保育士もエッセンシャルワーカーの位置づけが反映した俸給表へ

＊保育者（園長を含む）の労働分析と社会的価値づけ

＊給与への反映
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